
筆談ボード 対話型拡声器 

手話通訳者 要約筆記者 盲ろう者通訳・介助員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

障がいを理由とする差別の解消に向けた 

費用の２分の１（上限25,000円）を助成します！ 

点字メニュー コミュニケーション支援ボード 

段差解消スロープ 対話支援機器 

詳しくは、山口市 障がい福祉課 障がい者支援担当まで 

 〒７５３－８６５０ 山口市亀山町２番 1号 

 ＴＥＬ０８３－９３４－２７９４ ＦＡＸ０８３－９３４－４１４２ 

下記のＱＲコードを読み取れば、コンビニ・

商店用のコミュニケーション支援ボードの

データがダウンロードできます。         

↓↓↓ 

※これらの取組は

合理的配慮の一例

です。 

障害者差別解消法の改正により 

令和６年４月から民間事業者による合理

的配慮の提供が義務化されました 

など 



 

 

 

 

 

助成までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 市 

①【相談・申請】 

実施したい合理的配慮を事前に相

談し、申請する。 

②【審査・決定】 

申請者からの申請内容を審査し、

決定して通知する。 

③

ｖ 

① 

②

ｖ 

③【合理的配慮の実施】 

決定に基づき、コミュニケーショ

ンツールの作成、物品の購入、意

思疎通支援者の設置をし、経費を

支払い。 

 

④【完了報告】 

経費を支払ったら、領収書を添付

して実績報告をする。 

⑤【助成金額の確定】 

完了報告の内容を確認し、助成金

額を確定して通知する。 

④ 

⑤ 

⑥【助成金の請求】 

助成金を請求する。 

⑦【助成金の交付】 

請求に基づき助成金を交付する。 

（口座払い） 

⑥ 
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～合理的配慮はなにをすればよい？

Ａ１．障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合

に、負担になり過ぎない範囲で、日常生活や社会生活を送るうえで障

壁を取り除くために行う必要な配慮のことです。 

Ａ２．メニューを選ぶ際、障がいの特性に応じてできる配慮があります。例

えば、視覚障がいのある方には、希望に応じて、口頭でメニューの詳

細を伝えたり、点字メニューをお渡しします。また、聴覚障がいのある

方には、筆談ボードや手話を用いることで意思疎通がスムーズになり

ます。ほかにも車椅子を利用する方がお店に入りやすいよう、折りた

たみスロープなどを備えておくとよいでしょう。 

Ａ３．病院や薬局では、様々な配慮が求められます。例えば、コミューンやト

ークスルーをはじめとする音声拡張器を設置することで、会話の内容

が聞き取りやすくなり、円滑なコミュニケーションにつながります（ア

クリル板越しの会話も円滑になります）。また、知的障がいのある方に

は、よりわかりやすい表現で伝えることができるよう、会話の内容を

絵や図、簡単な単語などで表現したコミュニケーション支援ボードを

使用することも合理的配慮のひとつです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４．障がいのある人もない人も同じようにイベントに参加できるようにし

ましょう。聴覚障がいのある方への配慮として、手話通訳者や要約筆

記者の設置があります。参加申し込みのあるイベントでは、申込書等

に手話通訳の配置などの必要な配慮を記載できる欄があると配慮の

申し出をしやすくなります。 

Ａ５．不特定多数の障がいのある方の利用が見込まれる事業の実施や物品

の購入が対象となります。（設置場所は山口市内に限ります。） 

山口市合理的配慮の提供支援に係る

助成金制度については、下記サイト

（ＱＲコード）もご覧ください。           

↓↓↓ 


